
2016 年１月１日以後に新たに証券口座を開設

2015年 12月 31日以前に証券口座を開設
2022

国民の利便性の向上、公平・公正な

国税庁

社会、行政の効率化



法人のお客さまについて、法人番号をご提供いただく際、国税庁法人番号公表サイト等で法人の名称、所在地又は法人番号が確認できた場合には「①法

人番号を確認できる書類」や「②法人確認書類」の提示が不要となる場合があります。詳細はお取引先の証券会社にお問い合わせください。

「通知カード」は 2020 年 5 月 25 日に廃止され、「①マイナンバーを確認できる書類」としての使用はできなくなりますが、通知カードに記載された

氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを「①マイナンバーを確認できる書類」として使用できます。

/ 法人番号

/ 法人番号




